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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年５月２６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２２年１２月７日 ００時５９分ごろ 

発生場所 香川県土 庄
とのしょう

町豊島
てしま

東岸沖のカナメ石付近 

 唐櫃
からと

港Ｂ防波堤西灯台から真方位１２２°１,２００ｍ付近 

（概位 北緯３４°２９.２′ 東経１３４°０６.５′） 

事故調査の経過  平成２２年１２月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 松
しょう

竜
りゅう

丸、４９０トン 

 １３１８２７、松島海運有限会社 

 ７４.２８ｍ×１１.５０ｍ×６.７０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成４年３月３日 

 乗組員等に関する情報 二等航海士 男性 ４７歳 

六級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２１年１０月２９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１０月２９日 

  免状有効期間満了日 平成２６年１０月２８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に破口及び凹損 

 事故の経過 

 

本船は、船長ほか４人が乗り組み、石炭約１,２００t を積載し、船首約

２.９０ｍ、船尾約４.３０ｍの喫水で、備讃瀬戸東航路（以下「東航路」

という。）を東進し、二等航海士が、単独で船橋当直を行い、レーダー及び

ＧＰＳプロッターを作動させ、平成２２年１２月７日００時４５分ごろ、

唐櫃港Ｂ防波堤西灯台（以下「防波堤灯台」という。）から１９２°(真方

位、以下同じ。）２.５海里（Ｍ）付近で、海図に記載されていた予定針路

線の約０２８°の針路（以下「原針路」という。）とし、対地速力約１１.

８ノット（kn）で豊島とその東方の小豊島
お で し ま

の間（以下「豊島東水道」とい

う。）に向けて航行した。 

二等航海士は、００時５４分ごろ、防波堤灯台から１３８°１,６００ｍ

付近の豊島東水道南口に差し掛かったころ、右舷船首２.９Ｍ付近に同水道

北口に向けて南西進する反航船の灯火を初めて視認した。 

二等航海士は、豊島東水道の中央を航行し、００時５７分ごろ同水道の

最狭部を航行中、右舷船首１.９Ｍ付近となった反航船と、同水道を通過し

たのちに右舷を対して近距離で通過する態勢であったので、同船との通過
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距離を広げようとして左舵約５°をとって左転を始めた。 

二等航海士は、レーダーやＧＰＳプロッターで船位を確認していなかっ

たので、予定針路線から大きく離れて豊島東岸沖の浅瀬に接近しているこ

とに気付かずに左転を続け、船首方位が約０１６°になった頃、原針路に

復帰するため右舵約５°をとって右転を始めた。 

本船は、右転を始めて間もなく、００時５９分ごろ、船首方位が約０３

０°となったとき、防波堤灯台から１２２°１,２００ｍ付近において、豊

島東岸沖のカナメ石（水上岩）付近の岩場に乗り揚げた。 

本船は、翌８日１２時３６分ごろタグボートの支援を得て離礁した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期、潮流 約１.０knの南流、潮高 約１.０ｍ

 その他の事項  二等航海士は、東航路第１号灯浮標付近で００時からの船橋当直につ

き、レーダーを作動させていたが、自動衝突予防援助装置（ＡＲＰＡ）は

使用していなかった。 

 豊島東水道最狭部の可航幅は、約５００ｍであり、カナメ石は本船の予

定針路線の西方約３００ｍに存在していた。 

二等航海士は、夜間に豊島東水道を航行するのは初めてであり、豊島東

岸沖に浅瀬があることを知っていたが、正確な位置などは知らなかった。 

 本船と反航船との距離は、本事故発生時、１Ｍ以上離れていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、豊島東水道を北北東進中、二等航海士

が、反航船との通過距離を広げようとして左転し

た際、通過距離を広げることに意識を集中し、レ

ーダーやＧＰＳプロッターで船位を確認していな

かったことから、豊島東岸沖の浅瀬に接近してい

ることに気付かずに航行し、同浅瀬に乗り揚げた

ものと考えられる。  

原因  本事故は、夜間、本船が、豊島東水道を北北東進中、二等航海士が、反

航船との通過距離を広げようとして左転した際、通過距離を広げることに

意識を集中し、レーダーやＧＰＳプロッターで船位を確認していなかった

ため、豊島東岸沖の浅瀬に接近していることに気付かずに航行し、同浅瀬

に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

 




